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議案第３１号



   川崎市教育委員会公告式規則 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年 

法律第１６２号）第１５条第２項の規定に基づき、教育委員会規則その他川

崎市教育委員会の定める規程で公表を要するものの公告式に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 （教育委員会規則の公布） 

第２条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布する旨の前文、公布

年月日及び川崎市教育委員会教育長名（以下「教育長名」という。）を記入

して川崎市教育委員会印を押印しなければならない。 

２ 教育委員会規則の公布は、川崎市公告式条例（昭和２５年川崎市条例第２

８号）第２条第２項の川崎市公報に登載してこれを行う。ただし、急施を要

するとき又は災害その他特別の事由により登載することができないときは、

同項ただし書の本市掲示場に掲示してこれを行うことができる。 

３ 教育委員会規則は、当該教育委員会規則に特別の定めがあるものを除くほ

か、公布の日から起算して１０日を経過した日から施行する。 

 （教育委員会訓令の公表） 

第３条 教育委員会訓令を公表しようとするときは、公表する旨の前文、公表

年月日及び教育長名を記入して川崎市教育委員会印を押印しなければならな

い。 

２ 前条第２項及び第３項の規定は、教育委員会訓令について準用する。 

 （告示等の公表） 

第４条 教育委員会告示又は教育委員会公告（以下「告示等」という。）を公

表しようとするときは、公表年月日及び教育長名を記入して川崎市教育委員

会印を押印しなければならない。 
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２ 第２条第２項の規定は、告示等の公表について準用する。この場合におい

て、同項ただし書中「又は災害その他特別の事由により登載することができ

ないとき」とあるのは、「、災害その他特別の事由により登載することがで

きないとき、その他教育長が必要と認めるとき」と読み替えるものとする。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例（

令和６年川崎市条例第５９号）附則ただし書に規定する規定の施行の日から

施行する。 

 （川崎市教育委員会公告式規則の廃止） 

２ 川崎市教育委員会公告式規則（昭和２５年川崎市教育委員会規則第２号）

は、廃止する。 
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制 定 理 由 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１５条第２項の規定に基づき、

教育委員会規則その他川崎市教育委員会の定める規程で公表を要するものの公

告式に関し必要な事項を定めるため、この規則を制定するものである。 
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